
Ⅴ．分野別のたたかい


１．地象火山業務
[bookmark: _Hlk122620773]（１）地震津波業務・技術調査業務
①　地震現業では、緊急地震速報や津波警報などの防災情報を迅速かつ的確に発表する責務を負い、24時間365日地震・津波の監視を行っています。これらの防災情報の発表をはじめとする緊急的な作業のほか、地震の精密検測などの作業を本庁と大阪の二中枢のみで行っています。大規模な地震が発生した場合、津波警報等は地震発生から３分程度以内に発表することになっており、現場は異常な緊張状態に包まれますが、近年の複雑化したシステムの下で冷静に的確な判断を行いながら、各種防災情報を発表する重責を担っています。近年では未曾有の被害を及ぼした東日本大震災、熊本地震および北海道胆振東部地震が発生しており、勤務時間中は常に緊張状態にさらされています。また、システムの高度化にともない、運用上の留意事項等も多く、業務の専門性は高くなっています。このため、誤りなく確実に緊急作業を行うには、勤務に従事する職員が継続的な習熟を行う必要があり、職員の休暇取得時の交替者の確保が困難となっています。このように、業務内容に見合った人員体制が十分ではないため、職員の健康にも影響しかねないという労働条件の改善が課題です。防災対応上、非常に重要な情報発表等に支障をきたすことがないよう、十分な体制の確保が必要です。
②　2018年４月から、地震活動など総合監視システム（EPOS）の安定的な稼働・運用体制が確立されたとして、津波検測等の緊急作業や地震の精密検測を行っていた、札幌、仙台、福岡、沖縄の各地震火山課の現業部門が廃止され、１シート５人を削減、さらに、札幌、仙台、大阪に配置されていた津波観測業務の津波技術係各２人も削減され、その業務は本庁・大阪の二中枢へ集約されました。
札幌、仙台、福岡、沖縄で分担して行っていた地震の精密検測は、業務集約先の本庁・大阪で実施することになりましたが、検測作業においては、気象庁の観測点にくわえ、防災科学技術研究所のMOWLAS（陸海統合地震津波火山観測網）など、各関係機関の観測点から伝送される膨大なデータの解析を行っており、マンパワーに大きく頼らざるを得ない業務であるため大きな負担となっています。
さらに、2019年４月からはじまった地方気象台の宿直体制移行により、官執時間外においては、緊急連絡や機器障害、及び自治体や報道機関からの地方気象台への電話が本庁・大阪現業へ転送される運用となりました。
二中枢化における増員としては、本庁に１シート５人の増員が認められたのみで、業務量に見合った人員の確保となっていないのが現状であり、慢性的な人員不足が解消されていません。このため、部外からの照会に十分な対応ができない状況となっています。
地方気象台強化、地方支援の旗を振っているものの、地方官署の人減らし強行により、行政サービスの低下が避けられません。業務量に見合った人員・体制の確保といった職場環境改善のほか、災害発生時に頼れる防災官庁としての真の体制強化を追及することが必要です。
大阪現業では、業務継続計画（BCP）にもとづき、本庁が災害などで機能喪失した場合、全国中枢業務をバックアップすることが求められていますが、本庁現業との人員配置の差は埋まっておらず、BCP時の現業業務継続には問題を抱えたままとなっています。本庁が被災しBCP対応を行わなくてはならないような災害が発生した時こそ、確実な防災情報の発信を行えることが必要です。
　③　2022年10月に、本庁と大阪で地震活動等総　合監視システム（EPOS）及び地域地震情報センターデータ処理システム（REDC）の更新が行われました。
今回の更新では、業務ソフトウェアの大部分について、職員開発によるはじめての内製化が進められました。このため整備後の保守・管理も引き続き職員が行っています。また、はじめての試みのため、不具合やバグへの対応が多数発生しており、主な使用者である現業職員においても、不具合等の発見時の報告や対処に日々追われています。
職員にシステム整備合理化の負担を強いることなく、本来のあるべき体制となるようなシステムと人員を引き続き要求していくことが必要です。
④　中央防災会議での「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」の変更をふまえ、2019年５月より「南海トラフ地震臨時情報」及び「南海トラフ地震関連解説情報」の提供を開始しました。地震発生直後から震度分布、すべり分布、Mwなどの観測・解析データを用いて、可能な限り早い段階から、情報提供を行うことが求められているなかで、地震火山技術・調査課（削減当時は地震予知情報課）ではデータ処理係、発震機構係が削減されました。これまでに経験のない異常な現象が起きた場合でも、様々な観測データを迅速に解析し、総合的に評価できるような体制を構築していくことが重要で、南海トラフ沿いの異常な現象を評価できるためには、リアルタイムで地震・地殻現象を解析できるように調査・開発をよりいっそうすすめていく必要があり、十分な体制の確保を求めていく必要があります。このような、本来は解析・調査・開発などを行う職員が、通常業務にくわえてEPOS・REDCなどのシステム更新や、その後の保守・管理を行っています。今般の更新では、新システム（EPOS6・REDC4）は気象庁情報システム基盤に搭載され、システム基盤における仮想構築も担当しているような状況であり、ますます人員不足が深刻化しています。
また、今年度末以降、火山監視・情報センターシステム（VOIS）の次期システム整備への対応が始まり、整備体制は技術・調査課が主体となる見込みです。
EPOS等の整備はいったん終了しましたが、第14次第４年度（2023年度）業務整理実施計画（案）ではこのEPOS整備要員が削除対象となっており、削減に伴い今後のEPOS保守管理への支障はもちろん、VOIS整備にも支障をきたす状況です。このため、業務量に見合った人員配置を求めていくことが今後も必要です。
⑤　2017年度までは、地震津波監視課震度班３人、
機動班２人でしたが、2018年度より、震度班と機動班が統合され、震度・機動班４人体制となり、１人減となりました。全国４千点以上にのぼる震度計の設置環境を判定する担当が減らされたことにより、明らかに労働強化となっています。
　　また今年度、総務省消防庁が、都道府県が設置する全国の震度計約2,900か所のうち、約10年の耐用期限を迎える約2,500か所について、補正予算による更新を予定しており、設置環境調査や震度計の検定等の震度計更新に係る膨大な作業が発生することが予想されます。
これらの影響により、緊急時の現地調査要員の確保が困難な状況となっており、緊急時の現地調査を実施できる体制維持のためには、定員の確保が必要です。また、2018年度より、自治体への解説業務としてJETTが創設されたことにくわえ、各官署において定員が削減されていることから、地方官署においても緊急時に現地調査への人員を割くことができない状況となっています。本庁のみならず、地方官署においても現地調査要員の確保と研修体制を含めた人材育成をしていく必要があります。
また、近年では新型コロナの影響で、現地調査の実地研修ができない状況となっています。2021年2月13日に発生した福島県沖の地震では、本庁機動班が出動したことで、本庁に残った対応窓口の担当者は、人員不足のため地震発生から24時間不眠不休で現地調査対応をしました。その対応は気象庁HPに現地調査のとりまとめを掲載するまで、休みがとれない状況が土日も含めてまで継続しました。現地調査が長期間に及ぶ場合は、本庁に残された職員は身体の負担が大きいため、十分な人員の確保本庁の体制構築
が必要です。
このように、顕著な地震が発生した場合、現地調査派遣、自治体への支援など、明らかに現人員での対応は不可能な状況となっています。また、人材育成などに関しても、研修体制を含めた人材育成の必要性について強く要求していく必要があります。
⑥　新型コロナにおけるテレワークの推奨による出勤制限があり、十分なコミュニケーションがとれずに、業務遂行に支障をきたしています。今後の業務について優先順位をつけて、しっかりと計画を立てて、業務を遂行する必要があります。また、テレワークでのPC環境や通信費などは個人負担とならないようにする必要があります。
⑦　第14次第４年度（2023年度）業務整理実施計画（案）では、その削減理由として業務の効率化を挙げていますが、現場レベルでは業務が省力化、効率化されたという実感を得られるには到底及ばない状況であり、一方的な効率化の判断により削減を強行することは許されません。
（２）火山業務
①　2022年３月の十和田での運用開始により、活動火山対策特別措置法に基づき火山防災協議会が設置されている全国49の火山すべてにおいて、噴火警戒レベルが運用されることとなり、防災対応に資する適切な噴火警報・予報の発表が期待されています。しかし、火山現象の予測技術については学術的にも確立されておらず、本庁火山監視・警報センター及び札幌・仙台・福岡の地域火山監視・警報センター（以下、「火山センター」という）においては非常に難しい判断を迫られる場合が少なくありません。しかしながら、特徴の異なる多数の火山を同時に監視している火山センターでは、現象の把握や活動評価を適切に行うための人材育成が十分にすすんでいない現状です。
火山活動に変化が生じた場合には、地元自治体などに対し、適切なタイミングでの解説なども必要となります。また、すでに噴火警戒レベルの運用を開始した火山においても、新たな知見にもとづくハザードマップの改訂などにより、噴火警戒レベルの見直しや判定基準の改定の作業が生じることから、関係する火山防災協議会の関係機関などとの調整も必要になります。このような場合、火山センターのみならず、地方気象台のはたす役割も重要となっています。
こうした状況に適切に対処していくため、気象庁では「今後の火山業務の基本方針」を策定し、さらなる火山業務の高度化をめざしている一方で、気象予報業務の集約による地方気象台の組織縮小の方針も明らかになっており、十分な体制が確保できるか不安もあります。今後の火山業務についても組合目線で注視していく必要があります。
②　地震業務の本庁、大阪集約にともない、これまで、札幌、仙台、福岡の地域火山センターでは、火山周辺で発生した地震活動について、これまでは同じフロアで行われていた一元化の震源を参考にしていましたが、集約により地域火山センターから本庁地震火山現業に一元化し、震源の問い合わせを行い確認しています。また、地域火山センターでは、これまで管区の地震現業が行っていた管内で震度５弱以上の地震発生などの際の緊急連絡を担うようになり、業務増となっているため、業務量に見合った人員配置を要求していくことが必要です。
ます。
③　火山監視情報システムについては、現在火山監視・情報センターシステム（VOIS3）を運用していますが、次期システム（VOIS4）の設計・構築も行っており、人員不足が懸念されます。業務量に見合った人員配置を求めていくことが今後も必要です。
④　「航空路火山灰情報」は、航空機のエンジンが
火山灰を吸い込むことによって起こる事故を未　然に防止する重要な責務を負っている情報で、東京航空路火山灰情報センター（VAAC）はカムチャツカ・千島・日本・フィリピンと活発な火山を多数有する領域を担当しています。VAAC現業は、予報官１シートで運用しており、航空機の運航に多大な影響を与える火山灰を領域内に観測すると、通常より短い間隔での情報発表や、関係者からの問い合わせ、隣接する外国のVAACとの調整などが発生し、休憩も満足にとれない状況となります。その際に、他の火山（国内、国外含む）の活動が活発になった場合、業務は到底１人でこなせるものではありません。業務量に見合った人員体制を求めていく必要があります。
⑤　火山灰情報提供システム（VAFS）は、航空路火山灰情報および降灰予報を作成発表するためのツールとして2020年度末に更新整備されましたが、整備計画段階から十分な人員を投入できなかったために運用開始から１年９か月以上経た現在も機能の不備など多数の不具合が残っています。担当官は日夜修正に追われている状況が続いているほか、現業者も多くの運用留意事項を把握する必要があります。航空業界では火山灰に関する情報のニーズが国内外で年々高まっています。そのため大規模噴火時の広範囲の降灰への対策が課題として指摘されており、定量的火山灰予測技術の開発や、システム更新整備も見据えた人員体制の確保が必要です。
⑥　火山防災連絡事務所は浅間山・三宅島・伊豆大島・阿蘇山・口永良部島に配置され、市町村を対象に火山情報の解説、現地観測や機器障害対応など、他機関の事務所内を間借りして、２人で業務を遂行しています。さらに、2013年台風第26号による伊豆大島の豪雨災害をきっかけに、重要な気象防災情報が発表された際には当該自治体への連絡や気象情報の解説などを行っており、気象解説を地震火山の専門家が解説するという点からも明らかに業務が増えています。
また、職員が２人しかいないということで、役職としては専門職と技専・係長クラスが必要不可欠であるのに、現実には経験の浅い一般職員を配置されることが多く、特に専門職の職員は島外への帰省がしづらい実態があります。このような業務の増加、特殊環境での業務に的確に対応できる人員体制の確保を、気象庁当局に強く求めていくことが必要です。
（３）地磁気観測所
地磁気観測は非常に微弱な地球磁場変化を観測の対象としており、観測所周辺の観測環境に細心の注意を払う必要があります。職員は、出張所の無人化によって絶対観測の隔週化による観測精度の低下を食い止めるために、観測機器の維持管理、障害対応に多大な労力を要しています。 労力を要する原因のひとつとして、現在使用している観測機器の経年劣化がありますが、 更新のための予算が獲得できないため更新時期の目処が立っていないということも問題点としてあげられます。
気象庁による地磁気観測事業は、地磁気観測所(茨城県)、女満別出張所(北海道)、鹿屋出張所（鹿児島県）の３官署で行われてきました。2011年度には、両出張所が無人化され、。現在は、網走・鹿児島地方気象台内に連絡事務所が設置され、それぞれ１人の職員が駐在する体制となっています。また、2016年４月からは地磁気観測所（柿岡）の調査課が廃止され、データ提供や広報業務の負担が大きくなっています。2021年４月からは３官署の地電流及び柿岡の空中電気の観測を廃止したことから観測課の人数が１人減となっています。また、最近では、2018年１月の本白根山の噴火を受けての電磁気観測や、次期噴火予知をめざした伊豆大島・三宅島での大学などとの共同観測への参加など火山関連の業務が増大しています。 
地磁気観測所と網走・鹿児島地方気象台との間では、どのような業務を協力し合うのか協定を結んで実施しています。地磁気観測を網走・鹿児島地方気象台でどのように支援していくかだけでなく、技術継承や人材育成のための研修の充実、連絡事務所職員における課題などについて、議論しています。 
例年６月～７月頃に地磁気問題連絡会議を開催しておりましたが、今後は隔年での開催となりました。会議では、連絡事務所職員の処遇や異動、観測所への異動や研究官への昇任にともなう給与面での不利益の問題、予算面の問題、研修についての課題などについて議論し、要求書にまとめ所長に提出し会見を行っています。
地磁気観測所は、世界でも重要な観測をしていることから、十分な観測体制の維持・発展につなが
るとりくみを続けていくことが重要です。

２．予報業務
（１）頻発する気象災害と新たな業務の増加
①　防災気象情報高度化の現状
予報業務の現場では、ここ10数年の間で防災気象情報の精緻化が進み、毎年のように新たな情報や運用面での変化が生じてきました。地方気象台と地方予報中枢、本庁との綿密な調整・連携のうえで発表し、社会的影響が極めて大きい特別警報も、新たな指数導入などの改善が繰り返し行われています。
2022年から新たにはじまった線状降水帯による大雨の予測情報も、予測そのものが技術的に難易度が高いなかで綿密な調整・連携が求められる難しい情報です。こうした顕著な災害をターゲットとした情報の判断は社会的な影響も大きく、様々な資料を見ながらミスが許されない作業を進めることの精神的な負荷は増すばかりです。  防災気象情報の高度化（精緻化）が行われています。代表的なものは、
〇警報級の可能性（現：早期注意情報）2017～ 
〇大雨・洪水警報注意報の指数基準の導入
（雨量基準廃止）2017～ 
〇大雨・洪水警報の危険度分布（現キキクル）（土砂災害、浸水害、洪水害）2017～ 
〇土砂災害の危険度分布（現キキクル）の高解像度化（1km化）2019.6～
〇大雨特別警報発表の精度向上（伊豆諸島北部で新たな指標導入）2019.10～
○解析積雪深・解析降雪量　2019.11～
〇大雨特別警報発表の精度向上（全国的に新たな指標の導入）2020.7～
〇熱中症警戒アラート　2021.4.28～
〇大雨特別警報の改善（土砂災害の指標の統一）2021.6～
〇顕著な大雨に関する情報　2021.6.23～
〇降雪量の６時間先までの予報　2021.11.10～
〇「線状降水帯」による大雨の可能性を半日前からお知らせ　2022.6.1～
〇大雨特別警報の改善（浸水害の指標の改善）　2022.6.30～
〇キキクル「黒」の新設と「うす紫」と「濃い」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の統合　2022.6.30～
などがあります。
　線状降水帯の予測については、精度的に問題があり、国民にとって真に必要な情報が提供できているとは言い難い状況です。技術水準の確保をしながら信頼される情報提供をしていくことが重要です。
一方で、提供する気象情報が多く、複雑になっており、防災気象情報の伝え方の改善点と推進すべきとりくみの中長期的な検討事項にある、警戒レベルを軸としたシンプルでわかりやすい防災気象情報体系への整理・統合とは必ずしも整合しない状況にあります。
また、警戒レベルについては、2021年5月20日に避難勧告が廃止され、【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル５】緊急安全確保となっています。
防災気象情報の精緻化（高度化）に対応して、本庁・各中枢では一定の増員がありましたが、2019年以降、目的が達成されたことや運用の効率化等の名目で削減が続いていますが、業務量は全く軽減されていません。
なお、「新たなステージ」対応では本庁・各中枢で予報官２人が増員されていましたが、2019年度業務整理計画で内１人が削減され、2020年度は本庁・大阪・福岡・名古屋（名古屋は暫置）から１人が削減されました。また、管区・中枢における量的予報業務などの効率化という名目で、2021年度は仙台・新潟・広島・鹿児島から１人ずつ、2022年度には札幌・高松・沖縄から１人ずつ削減されました。2023年度には、防災気象情報のレベル化に係る要員の合理化との名目で、本庁予報課から２人、各管区予報課および地方中枢官署からそれぞれ１人ずつ、計12人に及ぶ削減が予定されています。削減の名目はいずれも増員の目的が達成されたためや業務の効率化ということですが、相次ぐ防災情報の高度化や増大により業務の軽減化は全く進んでいないのが現実です。 
②　あなたの町の予報官 
各気象台では、より地域に根ざしたきめ細か
い解説・助言をするための専任チーム『あなたの町の予報官』を運用していますが発足しました。 
『あなたの町の予報官』について、各気象台が担当する府県の広さや市町村数には大きな違いがあり、JETTなどを活用したきめ細かな支援を実行するにしても、地方の現場では、業務が増大するなかで広報活動を強化する余裕がないのが実状であり、それぞれに見合った人員増による体制強化が必要です。また、新しい防災気象情報の導入にあたっては、その都度自治体などに説明が必要となって各気象台の負担となっている一方で、利用者にとって情報が複雑化して意味がわかりにくくなっています。
このような改善がすすめられるなか、毎年のように大雨特別警報が発表されるような現象が発生しており、緊急時・災害後の対応については、顕著現象と甚大な災害の発生に対応するため、当該府県・中枢のみならず全庁をあげた体制で実施しています。しかし、各地で現業部門・防災担当部門ともに過度な負担が強いられ、めざす地域防災支援強化には人員不足が否めない実態が明らかとなりました。災害支援には欠かせない、JETT派遣を行ううえで、業務を実施するために必要な機材を十分に確保できず、派遣された職員の努力・工夫・犠牲のうえに成り立っていることも大きな問題です。毎年大きな災害が発生している状況においては、災害発生時に適切に対応できる人員の確保は必須であり、そのためにも最前線となる地方気象台の強化が求められます。
③　予報現業での作業量増大にともなう負担
大雨特別警報は、地方気象台と地方予報中枢、本庁との綿密な調整・連携のうえで発表します。特別警報発表時には気象庁内だけでなく自治体や各防災機関との連携もいままで以上に重要となるほか、記者会見などで直接国民に警戒を呼びかけるなど本庁・中枢・府県とも作業は繁忙をきわめます。2022年から新たにはじまった線状降水帯による大雨の予測情報も、予測そのものが技術的に難易度が高いなかで綿密な調整・連携が求められる難しい情報です。こうした顕著な災害をターゲットとした情報の判断は社会的な影響も大きく、様々な資料を見ながらミスが許されない作業を進めることの精神的な負荷は増すばかりです。
大雨・洪水の警報・注意報においては10分ごとに更新される各指数（浸水・土砂・洪水）の監視を行わなければならず、繁忙さに拍車がかかっています。特に洪水警報・注意報での指数監視では、予報作業支援システム（YSS）の危険度監視ツールに単独の充足率にくわえ複合基準での充足率による判定結果が表示されるようになりましたが、それだけでは判断ができないため、予報担当者は降水実況やGPVビューワを併用しつつも、判断に悩むケースが多いのが実状です。
③④　警報・注意報の自動発表について
繁忙を極める悪天対応をサポートするため、昨年度今年度、YSS4には10分ごとに更新される危険度を利用した大雨警報・注意報の自動発表機能が導入されました。自動発表とはいえ、状況の把握と予報資料の確認、自動判定される警報・注意報の妥当性のチェックという作業自体は変わらないため、悪天時における心身の負荷は相当なものとなる状況が続いています。
（２）地方海上予警報の集約
全般海上警報、地方海上予報警報や地方海上分布予報については、船舶の航行の安全や効率的な航路選択に有効に活用されています。 しかし、国際的には重要かつ標準となっている波やうねりといった波浪に関する海上警報（海上波浪警報）や雪や雨などを要因とした海上視程警報を実施していません。
2018年より全般海上警報の高度化が開始されましたが、2022年３月には各地方予報中枢官署が担っていた地方海上予報・警報業務（計37海域分）が本庁に集約され、当番者１人による作業に変更となりました（Ｕ当番）。将来的には自動化が目指されていますが、風や霧の予想はGSM（MSM）のGPV予想を実況や外国モデルとの比較等で修正することも多く、１人で37海域分の地方海上警報を適切に修正して発表するのは、責任・負担がとても重くなっています。
このような状況に一部対応するため、2018年６月より全般海上警報の高度化が開始され、詳細な情報となりました。また、日本近海においては、2019年６月より地方海上分布予報に、これまで発表していなかった小笠原諸島近海をくわえ、日本の領海すべての海域に対して情報を発表しています。それにともない、職員の作業量は増加し、設定の作業自体も複雑化しました。
このような中、2022年３月には各地方予報中枢官署が担っていた地方海上予報・警報業務（計37海域分）が本庁に集約され、当番者１人による作業に変更となりました。３月に本庁集約されたにも関わらず、当番者に詳細が知らされて慣熟が始まったのが１月で、年度末の繁忙な時期と重なり十分な慣熟ができませんでした。そのような状況のなかで本番を迎え、職員は慣れない作業に不安を覚えながら日々業務を行っています。特に今年は集約されて最初の台風シーズンということもあり、毎週のようにシステム関連の問題が発生している状況です。問題が発生する度に職員は迅速な対応を求められ、精神的な負担が増大しています。さらに、もともと地方海上警報等は各地方予報中枢官署の予報官クラスが担当していた業務ですが、本庁では主に平職員が担当しています。本庁の若手が経験もないなかで37海域分の地方海上警報等を担当することになっており、責任・負担がとても重くなっています。
（３）府県予報業務の集約について
集約化に伴い、各中枢ではシナリオ・解析担当と二府県担当が常時シナリオや実況を共有し、疑問や不安を即座に相談できる利点はありますが、二府県担当にとって、２地方気象台分の予報作業はやはり大変です。日勤帯は、特殊日勤である地方気象台予報官が自府県の気象シナリオ（量的予想、警報・注意報の見通しなど）を構築し、二府県担当に指示します。
一方、夜勤帯は地台側に予報官がいないため、単純に１人で２地方気象台分（×２）を作成しています。集約化以前に予報官がやっていた倍の仕事量を技専以下の職員が１人でやっている状況で、１回の当番での精神的な疲れは相当です。特に悪天時は仮眠もままならぬ状況で多数の作業を行うことになり、人的ミスを誘発しやすい環境の一因にもなっています。
全国に先駆け、2019年３月から関東甲信地方で新しい予報業務体制（集約化）へ移行、2022年度で全国各地の中枢で集約が完了しました。
集約化にともない、これまで地方気象台で発表していた「天気予報、天気概況、警報、注意報、気象情報」は、中枢から発表することになりました。二府県担当がシナリオ作成や警報・注意報判断で迷う場合は、シナリオ・解析担当が発表の判断を後押しする、隣接の二府県担当で相談するなど、集約化による作業上の利点もあります。
しかし、二府県担当にとって、２地方気象台分の予報作業はやはり大変です。地方気象台予報官は自府県の気象シナリオ（量的予想、警報・注意報の見通しなど）を構築し、TV会議システムを通じて二府県担当に指示します。一部の独自予報（火災気象、大気汚染、漁業無線）や予報官コメントについては、日勤帯は地方気象台で作業しますが、夜勤帯は二府県担当が行うため、二府県担当が作成・発表するプロダクトは大変多く、単純に１人で２地方気象台分（×２）を作成していることになり、特に定時予報前は作業に追われます。集約化以前に予報官がやっていた倍の仕事量を技専以下の職員が１人でやっている状況です。日勤帯はTV会議を通じて地方気象台による発信プロダクトのチェックがはいりますが、夜勤帯はダブルチェックができていないためセルフチェックとなっています。天気概況や独自予報は地方気象台ごとに書き方や基準が異なることにくわえ、システムによる自動チェックが十分機能せず、二府県担当はチェックシートを活用し、毎回注意しながら作業しています。このような対応を続けるため、１回の当番での精神的な疲れは相当です。それでも、情報作成ミスがあるたびに人為的ミス対策として、チェック体制の拡充を求められるような状況です。
さらに、実際に運用してはじめて、顕著現象時の対応、応援体制、また慣熟では十分にできなかった予報当番補助の作業について、多くの問題点が顕在化しています。
①　顕著現象時の対応
通常、二府県担当はTV会議システムを通じて、各地方気象台予報官と“交互”に会話しながらシナリオ調整を行っています。例えばＡ地方気象台と会話している時、Ｂ地方気象台は“待ち”の状態となります。平時はさほど問題になりませんが、突然の不安定降水による大雨・洪水対応では、二府県担当がＡ地方気象台と警報注意報の発表作業をしている時、Ｂ地方気象台は何かコメントしたいことがあっても、しばらく待つことになります。
これでは二府県同時に顕著現象が発生した場合、片方での対応が遅れ、迅速な警報・注意報や気象情報の発表に支障をきたすため、顕著現象時には臨時的に二府県作業を分割し、応援者を配置して中枢と地方気象台がそれぞれ１対１で作業できるよう作業体制を変える運用を行っています。切り戻しています。しかし限られた人員のなかで切り戻し運用は要員の確保が
難しく、必要最低限での実施となっています。
また、気象情報についても、突然の不安定降水ではあらかじめ定型化したフォーマットを使うことにしたほか、新たに開発された「気象情報2019」では、「見出し」、「本文」、「防災事項」、「量的予想」をパーツ化し、文章部分を地方気象台が部品として登録、二府県担当は決められたパーツを並べて完成させるという方法に変わりました。実況値や予想値の記述については作成が容易になったものの、情報を発信する中枢側と情報案を作成する地方気象台側とで原稿のやりとりの回数が多いことにくわえ、府県予報や警報注意報の作業と同様に、地方気象台側での“待ち”が頻繁に発生するなど、必ずしも作業の効率化につながってはいません。そのため、約50％の府県情報が事前の発表予告時刻から遅れて発信していたという調査結果となっています。 
②　応援や休暇取得時の要員
現在、顕著現象が予想される場合は、必要に応じて各当番に応援者を配置しています。該当する二府県や補助当番に応援者を各１人配置しています。平日日勤時は調査日勤者や官執者を応援者に充てられますが、それ以外は前日段階で公休者に要請したうえ超過勤務で対応しています。このため現業者は公休が潰れることが多く、特に夜勤応援で公休を潰した場合（ABOXXABO→ABOBOABO）、翌日が正規日勤となるため、疲労の回復ができていない状態となります。出水期では、特に台風対応の際には、こうした連続勤務は頻繁になって体調を崩す人も出ています。
[bookmark: _GoBack]現業を維持することに苦労する一方で、現業作業以外の担当業務や、当番変更に対応できるよう他の担当の現業作業習熟にも追われています。また、夏季休暇や年休の交代要員も不足しており、休暇を取れと言われても業務に追われながら現業を維持するためには休暇を取りようがない状況です。います。応援者も二府県に精通しておかねばならず、くわえて応援者を確保するため、現業者・官執者ともに二府県を２つ以上マスター（合計４府県）できるようにという方針で習熟が行われており、負担が非常に大きいのが実状です。
さらに近年は新型コロナの影響でますます人手不足に拍車がかかり、現業の維持すら危ぶまれる状況が続いています。
（４）開発業務
開発班は、気象庁の予報業務にかかわる、予報作業支援システム、天気図解析システムなどの重要なシステムやプロダクトの開発・管理に携わっています。このほかにも予報課独自サーバやNAPSに関する維持管理、気象庁HPの内製コンテンツ開発も大きな業務となっています。これらのシステムは気象庁が発表する防災気象情報に直結するものとなっており、システム障害発生時には、夜間や休日でも対応を行うなど、担当者の負担は非常に大きなものとなっています。また、毎年のように新たなプロダクトを発表するなど、システムの改修なども実施しています。
これらシステム整備や技術開発には十分な予
算と人員が必要であることはいうまでもありません。当然、システムを整備した後の維持管理にも開発時以上の人員が必要となります。また、情報システム整備の予算は減額される方向にありますが、貧弱なシステムは技術開発の負担になるだけでなく、その後の維持管理に対する職員の負担も大きく、職員の努力によって辛うじて維持されている状態となっており、人員と同時に十分な予算確保が必要です。さらに、最近はプロダクトなどの開発期間が短めに設定される傾向が多く、十分な開発、試験などの準備期間を確保されない場合、大きなミスにつながる可能性があることを当局に認識させる必要があります。
（５）増員要求について
関東甲信地方の集約化に際し、予報部（当時）として15人（中枢当番（解析担当）１シート×５、補助当番２シート×５）を増員要求しましたが、実際は10人の増員にとどまり、中枢当番（解析担当）１シート、補助当番１シートと十分な体制ではありません。
予報班以外からも予報現業経験者を応援に入れるなど、当番者と官執者の懸命な努力により、現業維持に支障をきたすという致命的な問題を回避していますが、顕著現象時の作業では一方の地方気象台の対応が遅れる点が特に大きな問題となっています。二府県担当は、決められたプロダクトをミスなく発信するため、多大な労力を強いられています。出水期は、応援が常態化しており、長期化すれば体調不良者続出で現業体制の維持すら危ぶまれます。また、出水期以外であっても、育児休暇や研修受講、JETT派遣により、１人が長く当番に入れなくなるだけで、すぐに交代要員のやりくりが難しくなります。また、交代要員として官執者が連続して現業勤務に入ることになり、本来の官執業務が滞ることも起きています。このため、官執の機能を維持した上で応援当番を十分に配置できるような体制が必須と考えます。
予報作業の集約化は、表向きは「体制強化」として部外に公表されましたが、新たな局面にはいったといえます。しかし、その実態は体制強化や防災情報の改善ではなく、とどまらない定員削減と表裏一体の関係にしか見えません。担当業務の整理もなされないまま増える状況では、職員の負担は増す一方です。この集約化が現業の業務量に全く見合っていないことや本当に防災気象情報の改善につながっているのかなど、今後分析・検討を行い、十分な体制の確保と業務の見直しが喫緊の課題です。
（６）天気相談業務
天気相談所は、天気をはじめ各種の気象現象、地震や津波といった気象庁の業務全般に関する窓口として、一般や報道機関などの部外からの問い合わせについて電話などにより回答しています。職員は丁寧な対応を心がけていますが、民間気象会社の予報への苦情、ネット上のデマ情報をもとにした苦情などにも対応しなければなりません。他にも同一人物が同じことを何度も電話する事例も後をたちません。また一部の特定の人物から執拗に問い合わせや脅迫を含む暴言を浴びせる事例もあり、業務の妨げとなるばかりでなく職員の心身への負担となることもあります。業務の効率化や職員のメンタルへの負担軽減のためにも、「業務として必要な電話相談とは何か」を考える必要があります。今後も明らかに不当な電話などに対しては、組織として毅然とした対応がとられるようにしていかなければなりません。
また電話が多くなると対応の音声が錯綜し問い合わせの内容が聞こえないこともあり、業務負担とストレスが増大します。防音性のあるパーテーションを導入するなど少しでも業務負担を減らせるような設備の導入も必要です。より使いやすく負担が軽減される電話機や設備、そして天気相談所執務スペースにおける職員の安全確保が必要です。依然として実質一人減の状態が続いており、引き続き欠員を解消するとりくみを強めることが必要です。
（７）シビアストーム監視班の体制
シビアストーム監視業務の効率化にともない、２シート×５で運用していた現業体制は、2021年度から１シート減となっています。竜巻発生確度ナウキャストの発生確度２が出現した際に発表される竜巻注意情報については、自動化により業務量が減少しましたが、目撃情報を活用した竜巻注意情報や送達確認は引き続き実施する必要があります。また、記録的短時間大雨情報については、その妥当性を当番者が判断することになります。これらの業務は非常に高度で即時性を求められるものとなっており、顕著現象時には当番者は緊張感の高い状態となっています。特に目撃情報を活用した竜巻注意情報は社会的なインパクトが大きく、慎重かつ迅速な判断が求められますが、発表を決断するまでには様々な条件を確認しなければならず、ベテラン職員であっても１人だけで作業をすることは緊張を強いられます。記録的短時間大雨情報や竜巻注意情報が頻発されるような状況においては、休憩時間がとれない実態もあって、あらかじめ顕著現象が予想される時などは応援者を配置するなどの対応が必要となっています。
（８）週間予報・季節予報
週間予報については、2022年度までは「地方週間予報」として、2021年度の週間予報業務の地方予報中枢からの本庁集約後も発表されていましたが、2023年度からはこれが廃止され、本庁でも6シートから3シートでの予報発表作業となりましたが、これは業務量に見合った削減ではありません。よりよいプロダクト提供の上で、当番者にも調査日勤が必要ですが、4週で3日程度と激減しています。これではプロダクトの維持・向上など望むことはできないと危機感を抱いています。
季節予報については、2021年度末に地方予報中枢の予報官計10人が削減され、本庁に5名が振り替えられましたが、この5名だけで全国の季節予報を行う状況となっており、交代要員の確保もままならない状況です。また、2023年には気候情報化の定員削減により季節予報を補佐する職員が1名減となりました。
気候情報課においては、地球温暖化が進行する現在にあって、その要因の解説などの需要が高まっているところです。また、各種アプリケーションの開発・管理、地方支援の仕事もあり、これらの業務の維持のためにはむしろ増員が望まれている状況です。

３．通信・情報処理業務
（１）通信機器障害時の課題
現在、全国の情報通信機器の障害対応は、本庁システム運用室と大阪管区通信課における連携協力のもと行われています。各官署に設置する機器障害の発生時には、障害原因の切り分けと復旧作業において現地官署職員の役割は大きく、実際の対応には一定の情報通信技術の知識が求められます。しかし定員削減や人員配置の難しさや、研修や訓練などに十分な時間をかける余裕がないため、どの官署においても情報通信技術の知識を有する職員が多いわけではなく、情報通信技術をあまり有していない職員が当番勤務に就いているのが実状です。そのため障害の内容によっては対応に苦慮し、迅速な復旧ができないケースがあります。さらに予報業務の集約により、地方気象台の夜間勤務が原則としてなくなりました。夜間に機器障害が発生した場合、宿直者へ連絡することとなり地方気象台職員の負担も増えています。
また、支援を行う本庁や大阪管区の当番者においても、アデスをはじめ数多くのシステムに精通し、システム全般を見渡せる広範囲な知識と経験が要求されます。そのうえ、システムが高度化し、各システム間におけるデータ流通の構造が非常に複雑化しているなかで、ひとたび障害が起これば迅速な対応が求められるため、日々大きなストレスを抱えながら勤務に就いている状況です。
（２）東西二中枢化の課題
東西の二中枢化にともないそれ以外の管区では大幅な定員削減が行われてきました。2017年４月から大阪管区を除く管区の通信課が廃止され、所掌されていた業務は予報課と業務課で実施することになりました。大阪を除く管区気象台では、自律的再配置として業務課と予報課に定員、ポストを再配置しましたが、業務を行ううえでの問題点や実質減となった管区での問題点を整理し、必要な対応を求めることが重要となります。また、2018年３月をもって本庁データネットワーク（DN）管理室の現業業務が廃止となりました。これまでDN管理室の現業班が行っていた業務がシステム運用室へ移管され、大阪管区とシステム運用室への運用業務の集約がさらにすすめられています。提供する防災気象情報は増え続け、そのため、各種システムの機能改修を実施して、システム間の調整作業やネットワークの複雑化を招いています。複雑化したシステム間の調整は変更計画作成だけでなく、整備時の試験、運用開始後の設定変更などのチェック作業が膨大となり、障害を誘発する要因を増大させています。
大阪管区はシステム運用室が機能できなくなった場合のバックアップとして重要な責任を担っており、非常対応を考慮した人員体制でなくてはなりません。システム運用室では二中枢運用の主であること、また、スーパーコンピュータや通信網の回線の運用など、情報通信の運用を一手に担っています。こうした効率化されない業務や、年々増加する業務の高度化に対して、必要な要員を配置していくよう要求していく必要があります。
（３）気象庁情報システム基盤の整備
気象庁の情報システムのさらなる効率化・合理化を実現するために、原則としてすべての情報システムを「気象庁情報システム基盤」に再編・統合することとなりました。
現在、情報基盤部が主体となり整備にむけた準備がすすめられており、2024年度にかけて、情報基盤部、大気海洋部、地震火山部の各業務システムを、段階的にこのシステム基盤の仮想サーバ上へ移行する計画となっており、2022年度現在は一部のシステムが既にシステム基盤で運用を開始しています。
このシステム基盤は、各部所掌業務を遂行するための共通インフラとして主要業務の多くを担うために、これまでに増して安全かつ確実な整備・運用が求められることとなり、整備・運用を担う情報通信部門の役割が益々重要になっています。そのため、システム整備及び運用開始後の安定かつ確実な業務運営のためにも、人員及び予算措置を含
めた管理体制の強化が必要です。
（４）システムの保守・管理の課題
アデス・NAPSから提供されるデータはリアルタイムな防災情報としてますます重要度を増しています。さらに、気象データをリアルタイムで扱うシステムは、気象庁の情報を利用するユーザーにとってもっとも重要なシステムです。アデスをはじめとした、防災情報提供システム、土砂災害警戒情報作成システム、予報作業支援システムなど、予報業務のほとんどを担っている情報通信システムの保守・管理は非常に重要となっています。特に気象庁のシステム・ネットワークは、防災機関として非常時にも安定稼働を確保する必要があります。予報業務集約にともない、地方気象台には新たな機器を設置しており、保守、管理する機器が大きく増加しています。そのためにもシステム管理を担う技術者の育成がきわめて重要で、情報通信関係の研修の充実が必要です。
また、社会的にインターネットが必要不可欠な情報伝送基盤となり、気象庁の防災気象情報もインターネットを通じて提供されており、その利用者は日本国内にとどまらず、世界中に広がっています。気象庁HPも不具合があると昼夜を問わず即時に対応をしています。さらにテレワークのためインターネットを利用して仕事をする職員が増えました。一方、インターネットを利用する際の危険性への対策は、日々新たな攻撃手法が開発されているため完全な解決は不可能であり、気象庁のインターネットセキュリティレベルを常に一定以上に保つ業務は大変重要になっています。
障害対応では発生時に迅速な対応・復旧が求められています。地方気象台段階での役割と、管区の役割を分けて、本庁からの判断、対策実施のコントロールをすることで運用しており、この体制を前提でシステム整備が行われていますが、人員面などの体制的には現状でぎりぎりの運用をしています。地方気象台での情報通信的知識はとても少ないことを意識した対応マニュアルと、少ない知識で対応できる範囲以上を求めないと割り切って職場は回っています。地方気象台で手に余ると思われる分は保守契約で業者に委託させたりするのですが、当然コストはあがることも問題です。 航空官署では無人の官署が多く、電源の再起動などリモート対応も限界があり、管区や有人官署から出張・外勤で対応しますが、当然その分時間的には遅れます。
（５）人材育成の課題
情報通信関連業務は、ある程度の専門知識がな
いと対応できないのが現状です。しかし、情報通信関連業務の人材育成については通信系職場を希望する職員が少ないこともあるため、あまりすすんでいないのが実状です。情報通信関連業務は、防災気象情報を提供する気象庁にとってなくてはならない重要な業務であるにもかかわらず、本庁以外は業務体制の削減・縮小がすすめられています。
管区気象台における情報通信関連業務は業務課と予報課（東京管区は技術課）に振り替えられ、業務は以前より増えましたが、人員は増となるどころか、むしろ、ほとんどの管区で減となっています。情報セキュリティ業務の効率化と称して、東京と大阪以外の各管区業務課のサイバーセキュリティ対策管理係が１人削減されました（東京と大阪以外は2019年４月、大阪は2021年４月)。さらに2020年４月には一部航空地方気象台の通信担当のポストが削減されました。これでは人材育成どころではなく、処遇改善も含めて、情報通信関連業務の体制強化を行わないと後継者は育ちません。
さらに、地方官署においても通信担当者の育成は急務となっています。官署内の端末装置やネットワーク機器の維持管理以外に、自治体など部外機関との情報のやりとりには情報通信の知識が必要不可欠となっており、ある程度の知識がないと打ち合わせもできません。これまでは部外機関とのやりとりには管区が対応するなどでしのいできましたが、管区側の体制が縮小されるなかでは、その対応もますますきびしくなってきています。人材育成や業務の重要性から考えれば、地方官署にも情報通信関連の専門職ポストを新たに配置していくことが必要です。
（６）デジタル庁発足
2021年９月からデジタル庁へ職員が５人出向し、実質人員削減となりました。一方、デジタル庁との調整事項、報告事項が多く仕事が増えています。
もとより全庁的にトップクラスの超勤時間数であるところ、業務の効率化には程遠く、職員の疲労は増しています。デジタル庁関連で労働強化となった職場実態を当局に認識させ、増員要求をしていくことが必要で、職場段階からとりくみを強め
ることが重要です。

４．気象観測業務
（１）地上気象観測
地上気象観測は、地方気象台の地上気象観測自動化、観測データ監視の中枢・管区への集約をが完了し、目視観測は中枢・管区のみが実施している状況です。目視観測を経験する職場が激減することは、気象技術者の育成の点で不安が残ります。また、中枢・管区以外の地方気象台は夜間宿直となり、これまで常時観測していた地上気象観測は、日中は必要に応じて目視観測が辛うじて実施できるものの、夜間の目視観測は基本的に実施しないため、予報を修正するうえで必要な、より詳細な実況が把握できないなどの問題もあります。なにより、予報関係者からも「それでいいのか」という懸念の声が出ており、地方気象台の観測をまもるためのとりくみを議論していく必要があります。
アメダス観測所では、2020年度から19型アメダス気象計への更新が行われています。2021年３月のアメダスデータ等統合処理システムの運用切替に合わせて日照観測は推計日照に置き換えられ、日照計での観測は廃止されました。このかわりに新たに湿度計が順次設置されています。線状降水帯の予測に必要な水蒸気量のデータが得られる地点が増える一方で、湿度データが高止まり（100%）する事例も発生し、データの正常性の判断に苦慮しています。2022年度は大阪から沖縄までの西日本エリアのアメダス観測所208箇所の更新を実施しており、また、これと並行して、不具合対応のための気象計アップデート作業も行われており、日々作業に追われている状況となっています。
（２）高層気象観測
高層気象観測は、自動放球装置（ABL）によって観測操作を本庁へ集約、統合処理システムによって手揚げ官署のデータ監視も本庁へ集約しています。ABLの操作自体は高層気象に関する知識を特に要しません。そのため徐々に高層気象観測経験者が減少するなか、観測データの可否を現業者の判断ではなく、プログラムによる確認で「データ監視」を行っている状況が多くなっています。
また、地方気象台の宿直化による夜勤体制廃止は高層観測とも無縁ではなく、ABL官署において21時観測の放球が失敗し、観測機器が残留した際は欠測、土日祝祭日の日中は現地官署に気球撤去を依頼して、再放球することとなっています。このため21時の観測の欠測事例が明らかに増えることになります。
2022年２月に釧路高層気象観測点で火災が発生し、ABL の同型機を用いている３地点（輪島、潮岬、松江）についても、点検が完了するまでの間は高層気象観測を休止していました。しかし、原因は特定されないまま、安全対策が確認されていないのにもかかわらず、同年４月には３地点の運用が順次再開されています。当局は、「実績から大丈夫」と説明していますが、同様の火災が発生する恐れがある以上、問題ある運用であると当局を追及していたところ、2023年１月には輪島高層気象観測点で火災が発生しており、４地点で観測を休止しています。数値予報の精度に影響があることからも、早急な復旧が望まれる一方で、安全上問題のない運用が求められています。
　　今年度、高層気象台、福岡、鹿児島がABL化さ　　　れる予定ですが、世界的な資材不足の影響で、鹿児島以外は今年度中の整備は難しい状況です。しかし、2023年度の定員削減計画では、手揚げする要員の削減が明らかになっていることから、ABL化されるまでは、実行配置などの定員措置をさせるとりくみが必要です。
従来の８官署と合わせABLは11官署（釧路障害中）となります。この11官署のゾンデの放球・機器障害等の対応にくわえ、13官署分のデータのHQCを基本一人で行いますので、作業の集中する時間帯の業務分散が課題となります。また、再観測の可否については概ねAQCで判断されますが、観測データの妥当性については、未だに現業者の判断が必要な状況です。しかし、業務にあたる観測現業の年齢構成はかなり高く、人材育成にブレーキがかかっている状態であり、あらゆる手段を尽くしても若手の定着をすすめなければなりません。
父島、南鳥島、南極については、これまで環境・海洋部だったため、データ等の監視はしていませんでしたが、2021年に部が統合されたため今後はすべての高層観測のデータ監視を観測現業で監視する可能性が出てきます。このことのより現業における高層観測当番者はより業務負担が増えることとなります。

５．航空職場
（１）第14次第４年度（2023年度）業務整理実施計画（案）について
①　通信調整官の廃止
2018年度にシステムの安定運用を理由に、通信系担当職員（主技専ポスト）が１人削減されました。航空の通信系は専門性が高く、突発的なシステム障害に現業で十分に対応できるものではなく、専門知識を持った担当者が削減された影響は大きく、2020年度には通信調整官が本庁併任となる実質的な削減案が計画されましたが、2019年末の意見書提出などの運動により本庁併任は免れました。
東航（羽田空港）が運用を担当する航空局等への部外機関との接続回線は多岐にわたり、気象データの流通経路も複雑な状況下で気象データの提供を24時間（好天、悪天の天候に関係なく）常に安定した運用を維持することは気象庁として必須の責務であり、万一、重大な障害が発生し、通信担当の不在により復旧対応に遅れるようなことがあれば、東京国際空港の管制・運航管理業務に重大な支障を及ぼす恐れがあります。また、迅速な調査・復旧対応のために、航空局の通信系担当者に対して的確な障害情報の共有や対応依頼を行うケースも想定されます。このため今回の削減計画は専門知識を有し、通信業務の経験を積んだ、かつ、現業業務が可能な通信担当者を配置することを望みます。
②　仙台航空測候所の航空気象観測所への移行
仙台航空の解説業務は東航にすべて移管し、観測業務は委託化、基地官署業務は本庁、技術指導は仙台管区が行う計画です。
しかし今後、予報、解説、観測業務の質の低下が懸念されることから、仙台航空測候所の航空気象観測化には基本的には反対です。このまま予報、解説業務が移管されれば、東航ではTAFが13空港（東北分５空港）、非TAF（時系列情報）が６空港（東北分３空港）を受け持つことになります。また、付随し地域航空気象解説報（東北分）や飛行場気象解説情報（東北分３空港）も受け持つことになり、現状でもきびしい状況で現業業務を何とか熟しているなかで、仙台からの21人を振替ても、さらに業務増となります。
また、管区を超えての移管となることから、本庁や東京、仙台管区、現地官署との調整や事前準備等での業務増も予想されます。さらに東航の予報官の空きポストが多く速やかな補充も必要です。その他にも、他管区との人事異動となるため東京管区管内から仙台管区管内へ戻れない可能性があり、東北の航空官署経験者（特に統括できる予報官）が異動してきてくれるのか懸念されます。通信端末増設により現庁舎では現業スペースにゆとりがなくなることや、仮眠室等の施設も必要で女子仮眠室の増設も急務です。このほかにも宿舎問題も懸念され、不明点や問題点が数多く予想されていることから、当局へ問題解決なしの仙台航空測候所の航空気象観測所化をしないよう申し入れが必要です。羽田分会では、12月22日に今回の案件について要望書を提出しました。
　③　基地気象官署業務の一部集約
計画では現業員が対象です。しかし、今般のコロナ禍にくわえて、今後休職者が出れば、現業のやりくりや計画的な年休消化に問題が出てきます。
　④　中部航空の暫置要員の解消
当番編成が難しい状況のなか、暫置要員をふくめて、当番を維持しています。３人が削減されれば、年休や夏休の取得に支障が出てきます。
（２）今後の航空気象業務について
　　飛行場予報業務でいえば、空港規模等に応じた気象情報の提供や統合等、TAFの作成作業の効率化、空港関係者や運航管理者への解説業務の強化があげられます。
空港規模等に応じた気象情報の提供や統合等では空港を３つに分類し規模に応じた気象情報を提供する計画です。
○主要空港
（新千歳、羽田、関西、福岡、那覇、成田、中部）
離着陸回数が非常に多く、悪天時には航空機の運航や航空交通流に大きな影響が生じる空港で既存の気象情報にくわえて予測情報の充実を図る。
○一般空港（主要空港を除いたTAF対象空港）
　　基本的にTAF等の現行の情報提供を維持。
○その他の空港（上記以外の空港）
飛行場時系列情報の自動化・高頻度化（１日２回から４回、飛行場カテゴリー予想は廃止し、飛行場時系列情報に統一。TAFの作成作業の効率化では、アデス（気象情報伝送処理システム）の高機能化（AIの活用）や作業手順の見直しをはかり、これまで、１人３空港までだったTAFの作成・発信を今後は１人５空港まで実施。
　空港関係者や運航管理者への解説業務の強化で
〇各航空気象官署における現地の空港関係者への解説業務について
主要空港を中心としたサブシナリオ（補足解説）等の解説や、台風等に関する数日前の説明会などに力点をシフトして気象解説の改善・強化をはかっていく。昨今のオンライン会議の普及もふまえ、自空港だけでなく、管内に所在する空港を対象としたオンラインによる解説の強化も検討。
〇今後の航空気象予報業務の実施体制について
主要空港の飛行場予報業務は、新千歳、東京、成田、中部、関西、福岡、那覇の各航空気象官署がTAF、TREND、飛行場警報、飛行場気象情報及び飛行場気象解説情報の作成・発表を行うほか、解説体制強化を検討のうえ、空港内の航空関係者への能動的な気象解説を一元的に実施。
〇主要空港以外の飛行場予報業務について
本庁に新たに設置する航空予報東センター、西センター（仮）が実施する。東センターは札幌、仙台及び東京の各管区の管内に所在する空港を、西センターは大阪、福岡、沖縄の各管区等の管内に所在する空港のTAF、飛行場警報、飛行場気象情報、飛行場気象解説情報の作成・発表をそれぞれ担当する。これら各空港関係者に対する気象解説は、本庁空域予報班と連携をはかりつつ各航空気象官署がオンラインで実施することを検討。 航空予報センターの設置場所は、東センターは東京国際、西センターは関西国際の各空港にそれぞれ設置する。東・西センターへの体制移行時期は、１人５空港までの予報作業後のタイミングとする（移行スケジュールによると2025年度の予定）。
このように、今後は大幅に航空気象業務の内容や業務体制が変更となることが予想されます。これらの根底にあるのは、人員削減ときびしい予算事情があり、果たしてスーパーコンピュータや航空気象観測システム等の高機能化、AIの活用等で短期間の準備期間でカスタマーが必要とする精度の良い予報や情報を一人で５空港分作成・発表ができるのか疑問です。また、危機管理の面でも東センターか西センターどちらかが業務継続ができなくなった場合、業務代行の空港数がかなりの数になり果たして適切な業務代行ができるのか懸念されます。拙速な体制移行をさせないよう監視していく必要があります。「今後の航空気象業務について」の方向性の先駆けとして2022年５月に当局から仙台空港の国際的な位置づけ等をふまえ、仙台航空測候所の航空気象業務体制を見直し、2023年４月４日（予定）から仙台航空測候所を航空気象観測所に移行するとの説明がありました。
（３）航空各分会の現状と課題
2022年５月に当局から「今後の航空気象業務について」の説明があり、今後の方向性が示されました。結論からいえば、「今後も航空気象サービスの維持や高度化をはかっていくことが重要であるが、そのためには限られた要員やきびしい予算事情のなかで、マンパワー（限られた要員）とスーパーコンピュータ等のインフラ（社会的基盤）のベストミックス（複数の手段を組み合わせ）をはかり、航空気象業務の見直しをはかっていく必要がある。」とのことです。後述する当局の「今後の航空気象業務について」の説明のように、主要空港において航空情報や解説体制を強化するのであれば、TAF作成発表は現地空港で実施すべきで、元の体制に戻すべきです。
航空の職場内では、航空気象事業の先が見えないとの声もあがっています。年々増加する航空機の需要に対応して、管制空域の再編や、新型コロナで需要が落ちているものの、解消後には国際便等の増便も懸念されており、職員を削減し、質の低下が懸念される遠隔TAFをわざわざ実施することに道理も合理性も見られません。組合未加入者への聞き取りもふまえて、今後も職場要求をまとめていく必要があります。
①　羽田分会
羽田空港においては2020年に新たな進入方式が導入され、進入経路に対する詳細な解説が求められるようになりました。また、飛行場予報を１人の当番者が３空港分を担当（３TAF）しています。３TAFを実施している職場は悪天時にTAFAMDや飛行場警報・情報等の発表が複数空港で重なる等、業務輻輳となり煩雑な作業が強いられることも多く、心身ともにきつい状況となっており、相当の無理を押して運用されています。また、当番ごとに異なる空港グループを担当し、相互チェックも行うため、担当する全空港（羽田の場合、非TAF（時系列情報）空港を含め11空港）の気象特性や地域特性を理解する必要があり、習熟に苦慮しており、特に新任者や航空未経験者にとっては勤務がしづらい職場となっています。このような、現役職員でさえ大変な気力や体力を要するきびしい職場でありながら、昨今では現業各班に複数人の再任用者が配置される実情にあり、職員の健康面も心配されています。これらの課題については、技術面や労働条件面及び、航空事業の安全面などの検証から改善要求を構築のうえ、当局を追及する必要があります。
2019年３月からは成田・中部空港の予報業務の一部が羽田空港に移管され、１シート増になりましたが、ともに国際空港（中部航空は24時間運用）であることから、これまでの遠隔空港とは比較にならないほど、重要度や困難度が高くなっています。当局は空港の大小に関係なく３TAFは実施可能であると明言していますが、他の遠隔空港と比較すると、AMDの回数は突出して多くなっています。これは管制官からの問い合わせや解説をともなうため、他の遠隔空港とは明らかに違う運用形態であることから当然の結果であるといえます。成田または中部空港の業務の輻輳により他の担当空港の監視業務が手薄になり、適切な予報業務の運用に支障をきたすこともあります。現段階では予報担当者の不断の努力により大きな問題点の報告はありません（ただし、QMS事例は増加傾向）が、成田・中部空港の担当者との予報業務のすり合わせにはTV会議システムを利用していることもあり、非常に多くの時間と労力を費やしています。運用から約３年が経過しましたが、特に悪天時には、成田・中部空港から頻繁な対応を求められる結果、担当する他空港の対応が後回しになるなど、全く問題がないとはいえない状況となっています。
②　成田分会
2022年度から自動化が導入されました。当初は航空局の管制組合側から反対もあり問題点を成田分会と調整のなか、当局からの圧力により、航空局側が無理やり納得させられた形となりました。また、成田空港の観測自動化については、当局が各関係機関に事前説明を行いましたが、説明不足もあってか自動化開始直後に航空会社から、固形降水種別についてあらためて確認があり納得できない点もありました。
また、成田は2023年度の導入にむけ観測・予報の現業を１フロア化がすすめられています。今後、中部を参考に問題点を当局側と詰める予定です。
③　中部分会
2022年度から観測・予報の現業を１フロア化し一体的に運用を開始しました。今後、その他の航空気象官署もこの導入にむけた検討がすすめられるのは確実であり注意が必要です。また、11月下旬には分会員１人が現業中に倒れ、現在は病休となっています。今も当番調整が難しいなか、予報要件の縛りもあり１フロア化にしても交代当番者の制約もあります。残置解消計画もありますが、早急の増員を求めます。
（４）航空気象観測装置の機器更新・完全自動化
2016年度から航空気象観測システム（AIMOS）への更新整備がはじまり、2021年度に全75空港（休止空港６空港を除く）のうち70空港の整備（屋内のみの更新も含む）がすすめられています。AIMOSは初期障害が多いシステムでしたが、2017年度末に改修して以降は安定運用しています。観測機器類の更新自体は、私たちが長年要求してきたものであるため、計画について一定の評価はできますが、その一方で、観測・通報作業を職員の手を介さないで行う「自動化」がすすめられています。2021年度までに15空港（壱岐、喜界、徳之島、与論、南大東、北大東、与那国の７空港で24時間、大阪国際、奄美、新石垣では一部時間帯（夜間早朝）、気象官署では関西、福岡、成田、中部、那覇で一部時間帯（夜間早朝））で完全自動化となりました。「今後の航空気象業務について」によると、当局はこれらの空港の実績をふまえて全国に自動化を拡大するとしており、2023年度までにさらに14空港の自動化、その後も自動化導入空港を拡大していくとのことです。しかし、成田空港でもありましたが、降雪種別の判別や発雷の誤検知など難しい課題も残ります。これに対し短期的な取組として、航空会社から、固形降水種別の情報の取得・活用方法をあらためて確認、現状の技術を活用することで導入拡大ができないか 中長期的な取組として、判別技術向上をはかることを目的としたAIの活用可能性の検討をすすめるとし、自動化を推し進めようとしています。見切り発車の自動化拡大にならないよう、注視していくことが必要です。
航空観測関係では、毎年のように整備が行われ、担当する部署では負担が非常に大きくなっています。業務の特殊性から、各種の整備関連作業や点検作業等は航空機の運航がない夜間になることが多く、対応にかかる身体的な負担は、管理官署職員、本庁職員の健康にも影響を及ぼしかねない状況です。また、機器の障害には即時的な対応が求められ、作業にあたる職員の精神的負担も非常に高い状況となっています。
航空気象観測業務は、過酷であり今後希望する人も少なくなることが懸念されます。このままでは、技術の継承もままならなくなるおそれさえあります。私たち労組として、これまでも航空事業の重要性や業務の困難性、特殊性を訴え、人員を増やすよう主張を続けてきましたが、なかなか要求が叶わない状況にあります。現業部門も然ることながら、とりわけ官執者の負担が増し、長時間過密労働によって、体調を崩す人が出ている状況です。全体をとおし、業務量に見合うだけの人員が不足していることは明らかであり、問題の根本的解決にむけた人員増が喫緊の課題です。
（５）航空気象観測通報業務の民間委託について
民間委託化は従来の委託方式とは異なり、委託観測員が自身で行った観測結果を基地官署職員のチェックを経ないまま、直接航空ユーザーに通報するため、航空機の安全運航の観点から問題は非常に大きいと考えます。航空機の安全運航には、現地空港の気象状況をきめ細やかに把握することが必要であり重要です。特に悪天時には、時々刻々と変わる気象状況を正確に観測する必要があることから、民間の委託観測員で対応することはきびしいといわざるを得ません。これまでに民間委託化された空港の委託観測員は、気象庁のOBの方もおられますが、航空気象観測の経験のない人もおり、半年程度のOJTを受けたとしても経験不足は明らかで、航空気象観測の重要性を考えると問題は深刻です。また、委託業者は毎年競争入札で決まるため、同一業者が次年度以降も継続的に請け負うとは限りません。委託業者が変更になると観測員も総入れ替えとなるため、観測員の技術水準の維持が困難となります。このため、当庁職員を再配置し航空気象観測業務を維持継続すべきと考えます。地域の航空気象解説業務を行う体制が不十分で、基地官署からの遠隔解説ではこれまで現地空港で行ってきたきめ細やかな解説ができなくなり、サービスの低下になると考えます。また、現地空港の気象観測装置の障害対応についても、委託観測員のみの対応は難しく、基地官署から指示を与えて対応することになり、基地官署職員の負担が大きくなっています。すでに民間委託化された空港では、上記のとおり、民間の委託観測員への研修と観測・測器技術の継承に課題があり、基地官署職員の負担増大が懸案事項となっています。これらの問題点等を明確にし、これらの解決にむけ、引き続き気象庁当局を追求していく必要があります。
（６）航空安全推進連絡会議
安全会議では、毎年、航空機の安全運航に関する各分野の要請をまとめ、関係省庁に要請を行っています。気象庁に対しても2021年５月26日に例年より規模を縮小して実施し、航空気象管理官に、拙速な自動観測への切り替えはやめるように要請しました。これに対して、技術的担保をしながらすすめたいとのことで、自動観測・通報は避けられないとの回答になりました。また、低層の風情報の拡充を要請したところ、ドップラーレーダーを活用した情報が発表できないか、技術開発をするとの回答があり、さらなる航空の安全航行に寄与する情報の発表を要請していく必要があります。観測機器更新では、パイロットから要望が強い積雪計の設置については「今年度は新たな整備計画はありませんでした。ただし、今後も可能な限り設置に努力をしたい」との回答があり、今後具体化をさせることが必要です。
本来は気象庁職員が精度の高い観測をすべきですが、現在観測を委託している観測所のデータについては、今期は大きな問題は生じていませんが、引き続き問題があれば至急対応してくれるように要請しました。
安全会議では「航空安全集会」を全国で開催しています。今年本部では、コロナ禍のため開催を見送りましたが、近くの支部が開催する航空安全集会への参加を呼びかけました。
６．海洋気象業務
（１）職場の状況
①　海洋気象業務
海洋気象業務をとりまく環境として、第14次第３年度（2022年度）業務整理実施計画により、札幌管区・沖縄で実施しているオゾン層観測業務が廃止され、人員の削減が強行されました。また、海洋気象観測業務も「新たな観測体制の構築と観測計画の見直しによる効率化」を名目として、船員９人、観測員が１人削減されました。
②　海洋気象観測船運航体制、乗船観測員の問題海洋気象観測船（凌風丸・啓風丸）は各船、年間220日程度の観測日数の下、高精度な海洋観測を実施しています。この体制下では環境・海洋気象課で乗船する職員の平均乗船日数は年間で約100日以上、なかには140日を超えて乗船する職員もいます。航海後は公休にはいりますが、業務を行うには限界の人員で乗船計画が組まれているので、乗船者によっては公休を次の航海後に持ち越すなど、ほぼ連続して乗船せざるを得ないきびしい勤務環境が強いられています。また、年間を通じて２隻が同時に出航している日が大半のため、陸上に残った人員は手薄で、次航海の準備やデータ処理といった業務に追われています。気象庁観測船の稼働率は高く、必然的に海洋観測機器も稼働率が高くなります。観測機器を酷使するため障害などが頻繁に発生しやすく、ひとたび、障害が発生すると手薄な陸上の人員だけでは対応できないため、公休を振り替えて修理対応をせざるを得ないことが頻繁にあります。
観測の高精度化、測器の維持管理には高度な知識と技術が必要です。人員に十分な余裕がなく、人材を育てるにも現在の体制ではきびしい状況です。乗船計画は職員の健康と福祉に配慮したものでなければなりませんが、急な怪我や病気、あるいは突然の家族の健康不安などによる乗船者の変更がきわめて困難ななか、業務整理により観測員の人数が２人減らされるとますますきびしい状況となります。
観測船は、観測対象海域が外洋域中心のため、港から港までの航程日数が３週間程度と長期にわたる航海が多くあります。くわえて今年度は、コロナの影響で海外への寄港ができず、長期の無寄港航海や後継計画の変更を余儀なくされました。また、国内の寄港地においても外食等の行動に制限が課されている状況です。観測員は動揺する船内で、長期にわたり動揺する船内で、24時間拘束された生活を強いられています。船上の勤務には、閉鎖性・離社会性・離家庭性といった、陸上勤務にはないきびしい条件にもかかわらず、手当は陸上出張と同じわずかな日当、食卓料のみです。船内の居住環境においても、現在、複数名の女性職員が船員・観測員として乗船する機会がありますが、女性用の風呂・トイレは一体になっており、複数名の女性が長期間乗船することが想定されていません。
凌風丸は、1995年に就航して以来船齢は20年を超え、啓風丸も2000年に就航して以来20年が経ちます。凌風丸については老朽化が目立ってきており、2020年度第３次補正予算で経費が盛り込まれ、2023年度末就航にむけての業務がすすめられています。
③　沿岸防災解説業務
2019年３月に、管区・沖縄気象台で実施していた沿岸防災解説業務は本庁海洋気象情報室に集約され、昼間３人、夜間１人の体制で全国予報中枢及び11の地方予報中枢の沿岸防災に関する支援を行うことになりました。本庁集約にともない数人の増員がありましたが、１サイクル35日を９人の現業当番者で運用しなければならないことや新たな業務への対応のため、本庁海洋気象情報室の作業量は増大しており、もっとも情報の重要性が高い台風時などに適切に対応ができるかどうか懸念される状況となっています。
④　沿岸観測機器関係の整備
津波・高潮、沿岸波浪観測関係の機器は、昼夜問わず雷災などによる障害が発生しており、その都度対応に追われています。このため、沿岸防災観測機器の維持管理部門では連日夜遅くまでの勤務が続いています。
くわえて、管区等の組織改編にともない、これまで地方で行っていた業務を本庁で行うことになります。検潮所の点検や更新など、現地官署と協力しながら行うことが求められています。
⑤　乗組員の問題
船員の削減により２船３クルーの運航体制が維持できなくなったため、一部の乗組員は昨年度より乗船日数の増えた船員もいます。そのため、乗組員が東京に戻っている間は、代休や自宅待機となるため、乗組員と一般職員の交流は少ないのが実状です。そのためか、乗組員の組合員は残念ながら１人もいません。しかしながら、乗組員の希望をしっかりふまえた要求をしていく必要があるため、組合員拡大は急務です。
（２）職場の要求実現のために
①　海洋気象業務
今後、急な業務の見直しや組織再編が行われ
ないようするとともに、業務の見直しを行う際には十　分な検討期間と試行期間を設けさせ、業務に必要な人員の確保を強く要求していきます。
②　海洋気象観測船運航体制、乗船観測員の問題
職場であり生活の場でもある船内の居住環境を整え、十分な健康管理が行われる体制を要求していきます。特に、業務外の共有空間の拡充や、勤務の特殊性を手当に反映させることを要求していきます。また女性観測員が快適に生活できるような環境整備を要求していきます。さらに乗船者が公休を取得しやすいよう必要な人員が十分に確保されるよう要求していきます。
③　沿岸防災解説業務
もっとも情報の重要性が高まる台風時などの緊急時の対応が人員的にきびしいことが想定されており、このような状況を一刻も早く是正できるよう、人員の増加を求めていく必要があります。
④　沿岸観測機器関係の整備
観測機器の整備は防災的な観点からも必要不可欠であり、より計画的な整備が求められます。また、予算業務、NAPSルーチンの業務など多種多様な業務があり、障害対応は即時に的確に行う必要があることから、適切な人員配置を求めていく必要があります。
⑤　乗組員の問題
国公船舶連絡会と連携して、他職場の問題点や課題を共有していきます。乗組員が抱えている悩みが解決できるよう、積極的にかかわっていくことで１人でも多くの船員がなかまとなるよう、とりくみを強化します。


７．研究職場
新型コロナ禍により、学会や研究集会のほとんどがオンラインまたはハイブリッド開催となるなか、海外で主催される会議では、時差の関係から官執時間外の対応が増えています。気象研究所では、管理職相当の主任研究官には超過勤務手当が支給されず、支給される研究官においても実態通りに手当されているかは明らかではありません。管理職員が職員の勤務実態を把握できていない可能性もあり、適切な超過勤務手当支給が行われるよう注視していく必要があります。
業務整理計画では、現中期研究計画の４年目（2022年度）が終わる時点で、気象研究所に対して２人の定員削減が示されました。全球大気海洋研究部は前年度に引き続くもので、気候・環境研究部とともに各１人をモデル開発の効率化という理由で削減を強行しようとしています。近年は気候変動の影響の顕在化にともなって、台風や線状降水帯など豪雨災害の激甚化が指摘されており、それらのメカニズム解明と予測精度の向上が社会的に強く求められています。この状況のもとで、わが国の気候・気象研究の中核を担う気象研究所の責務は増しています。しかし、研究職員数は度重なる定員削減により長期的には減少し続けており、その研究基盤の維持すら難しくなっているのが実状です。これ以上の削減を受け入れる余裕はありません。研究職場のこのような特殊性を考慮し、毎年の定員削減を研究所に安易に適用すべきではありません。前年度に当局からは、「中期研究計画を順調にすすめて優れた成果をあげているからという理由で、課題を終わる段階で定員削減すると一義的に判断することはない」と説明がありましたが、このような発言に反して削減を強行するのであれば、削減対象となった研究部だけに限らず、次期中期研究計画を立てるうえでの信頼関係は成り立ちません。さらには、無理な削減により研究計画を遂行するために無理な労働を強いるおそれがあります。削減された研究部に対して、今後具体的にどのように配慮されるかについても注視する必要があります。
2019年４月には、現中期研究計画の開始とともに、
所内の組織改編が行われました。研究リソースの集約による業務の効率化にくわえ増員要求も計画されましたが、結局増員要求は実現しませんでした。増員要求のための手法として組織改編があってはならず、現中期研究計画が完了を迎える次年度には、当局の動きをいっそう注視しなければなりません。本庁集約などの計画は可能な限り早い段階での開示を訴え、社会に貢献する気象庁の業務に見合った人員の配置を求めることにくわえ、適切な予算処置や評価などを勝ち取るべく、協力して広く訴え続け、当局に強く働きかけることが必要です。

８．気象衛星業務
気象衛星センターでは2020年度にデータ処理課現業の２シート化（５人削減）、2021年度に気象衛星通信所撤去完了にともなう管理課２人削減、2022年度は「気象衛星業務の効率化」を理由に解析課現業の特殊日勤が廃止され２削減となりました。さらに2023年度は、「ひまわり９号データ品質確認業務の減」を名目に、解析課から２人、管理課から１人の削減が計画されています。強行されれば４年連続となり、毎年続く狙い撃ちのような削減には憤りと疑問を禁じえません。
2022年12月13日05:00(UTC)からひまわり９号が運用衛星になり、８号は待機衛星になりました。待機衛星であっても９号障害の際は緊急バックアップによりいつでも８号が運用できるように維持され、センサの校正など必要な作業は行われ、運用衛星が交代しても８号、９号を合わせた業務に変わりはありません。解析課と管理課では品質確認等にかかる業務のほかにも、各種衛星プロダクトの改修・開発や海外の気象機関と関係する業務もあり「ひまわり９号データ品質確認業務の減」だけで来年度に３人もの定員が削減されれば、人員育成や技術継承の点、あるいは気象衛星に関する今後の新技術導入に支障が生じないか、大きな懸念がでてきます。
また、データ処理課現業ではかつての３シートと比べて障害対応に時間を要するようになり、人数的にぎりぎりの状況下で技術の継承も困難であることが問題です。さらに、２シートでは万が一夜間休日に急病人が出た場合に不安がありますが、未だに明確な対応方針が示されていないことも問題となっています。気象衛星は、安全・安心な国民生活や社会経済活動に不可欠な社会インフラであり、長期的な安定と確実な運用が求められます。そのためには必要最小限ではなく信頼性と技術継承の観点から相応の人的体制を求めていくことが必要です。
　2021年11月から気象衛星センター庁舎でも運用がはじまった入退館管理システムには、気象庁本庁、札幌管区、仙台管区も関係したセキュリティーポリシー違反があることが指摘され、東京気象支部ではポリシー違反を解消することを求めてきましたが、現在も改善されないまま運用が続けられています。
一方、ゲートの出入りについては当該分会の申し入れにより、１か月ごとの通行証貸与（本庁ではその都度一時通行証を発行）が現在も行われています。組合未加入の職員も含め入退館時の負担が軽減されたことはささやかながら職場環境の改善であり、組合活動の成果といえます。今後も職場内の声を聞きながら職員の利便に配慮した運用を求めるとりくみを
行っていきます。

９．教育職場
（１）気象大学校について
①　人材育成にむけた教育と研修の充実は、気象庁の発展のために欠かせません。独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う「教育の実施状況などの審査」のため、教官には５年ごとに業績審査と教育研究業績の提出が求められています。しかし、研究をすすめるうえでは、気象大学校の環境は十分ではなく、老朽化した実験施設の更新や図書館の設備改善、洋雑誌購入の充実などが求められています。
さらに、気象大学校が国土交通省令で教育訓練機関とされているために、文部科学省の科学研究費補助金（科研費）の申請が制度上認められないという問題があり、教官が研究を行いやすくするためには、こうした点を改善していくことが必要です。
②　新規採用職員の増加にともない2015年度から、初任職員研修及び気象技術総合研修（係員級）がそぞれ年２回に増えました。新規採用職員がこのまま増加すると、これら２つの研修の実施回数も増え、他の研修にも影響します。さらに、気象庁においては、従来の大学卒業程度以上の職員採用を広げて、2022年度から高校卒業程度（技術系）の採用計画が明らかとなっています。このため気象大学校研修部では、コロナ禍によって各種研修がオンライン研修への変化による講習内容の見直しとともに、大学卒業者用のカリキュラムを高校卒業者用に作り直すなど、研修課程の資料の見直しなどが懸念されます。しかしこれまでも、研修増に対する人員の手当はなされておらず、人材育成のためには、必要な教職員の増員も含め、研修をより充実させることが必要です。気象庁当局に対し、教官の増員と研修の充実を要求しながら、充実させるための提案を積極的に行う必要があります。
（２）教育職の昇格改善
教育職の俸給表については国立大学の法人化に際し、人事院勧告で「教育職俸給表（一）については行政機関におかれる大学校の教授などそれらの職種にふさわしい職種の職務内容などを精査し、当該職種にふさわしい俸給表のあり方について、基本的な検討を行っていくことが不可欠である」との報告がなされています。　
こうした俸給表の見直しにより、労働条件の切り下げや処遇の低下を招かないよう、人事院や気象庁当局に働きかけていく必要があります。

10．事務・管理系職場
事務系職場や管理部門における慢性的な超過勤務問題は、依然として深刻な問題となっています。気象業務の運営を円滑に遂行するためには、事務系職場の充実は欠かせません。また、管理系職員が大量の仕事を抱えていることも多く、中長期的な業務計画に対する十分な検討ができにくくなっている状況は、気象庁全体のパフォーマンスに影響を与えかねない状態です。繁忙期や職員の長期研修、病気休暇不在中など、その時々の状況にあわせ実務を担える代理の職員や派遣職員の配置が必要ですが、一時しのぎにしか過ぎません。職場の負担を軽減し、適切なマネジメントや人材を育成するためには、業務内容業務量に見合った人員配置を行うことが必要です。 
新型コロナウイルス感染症対策として、急遽進展を見せたテレワークですが、イントラネットからのみアクセス可能なシステムでの業務処理が必須となる事務系職員を対象に、ノートPCとマジックコネクトが配布・貸与されました。このことは、組合から要求したことではありませんが、引き続き、職場状況を気象庁当局に指摘し、職員の負担を軽減するよう追及を強めていきます。また、事務系職場は組合加入率が低く、問題点があがってきにくくなっており、問題点の集約を含め、組織拡大も積極的に働きかける必要があります。 
これまでに、地方気象台の業務を管区気象台に、管区気象台の業務を本庁に集約や業務の効率化をする動きがすすんでいます。しかし、これまで地方で行っていた業務がすべて移管され、業務がなくなるわけではなく、若干ながらも業務が現地に残っており効率化になっていないのが現状です。地方気象台や管区ではいっそうの業務繁忙が増える形となっています。 
また、毎年の削減人数に達しない時のカンナ削減で真っ先に手をつけられるのは、事務職場でり各課室の庶務係であり、その結果、業務が他の課員にしわ寄せとなって来ています。
今後も、各職場での業務実態を把握するとともに、
職員の負担が増えていないか検証し、当局に改善を求めていく必要があります。

11．離島・へき地職場
気象庁の職場は全国に点在しており、測候所原則廃止などにより数は減りましたが、まだ離島・へき地に気象官署は存在し、職員はその第一線で奮闘しています。特地勤務手当の支給地は現在、６級地では父島・南大東島、３級地は名瀬・宮古島・石垣島となっています。その他、三宅島・口永良部火山防災連絡事務所が３級地、大島火山防災連絡事務所が２級地となっています。
人事院は 2010 年４月に特地指定基準の見直しを強行し、本土や人口集中地区との距離によって、機械的に判定することに改悪しました。この新しい特地指定基準について、人口集中地域が必ずしも利便性が高い地域にはなっていないなど、多くの矛盾点が指摘されており、気象庁当局に対し要求を強めてきましたが改善されていないのが現状です。見直しは５年ごととしており、2020年度は改悪されませんでしたが、今後も改悪されないよう注視する必要があります。
特地勤務手当の支給理由は、「職員が生活の著しく不便な地に所在する官署に勤務する場合における精神的な負担や生活の不便に給与上対処し、このような官署にも優秀な職員を配置しやすくするため特に設けられている手当」と人事院自ら発行する「諸手当質疑応答集」で回答しており、単に人口集中地区からの所要時間（距離）だけで判定することには問題があります。また、最近では再任用者が特地勤務官署に採用になっても特地勤務手当が支給されないため、宿舎料を払わなければならない状況も出ており、改善にむけてとりくむ必要があります。
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